
 

 

第４章 各種制度の実施状況 
 
1 定年制度、定年後の雇用制度等の有無と運用形態 

  
(1) 定年制度の形態 

第 1－4－1図は、定年制度の形態を示したものである。全体では、「一律に実施」（80.9％）が最も

高かった。以下、「定年制はない」（12.2％）、「職種別に実施」（3.6％）となっている。前回調査と比

較すると、「一律に実施」は 2.5 ポイント低くなっている。 

産業分類別でみると、「一律に実施」は製造業（91.3％）、運輸業、郵便業（91.0％）、卸売・小売業

（83.3％）が高かった。前回調査と比較すると、医療、福祉業は 7.4 ポイント、製造業は 2.7 ポイン

ト高くなっている。 

規模別でみると、「一律に実施」は、大企業（89.9％）が中小企業（80.6％）より 9.3 ポイント高か

った。前回調査と比較すると、「一律に実施」が大企業は 2.7 ポイント、中小企業は 2.1 ポイント低く

なっている。 

第 1－4－1図 定年制度の形態 
 
 
  

調査票 問 15 

職
種
別
に
実
施

定
年
制
は
な
い

そ
の
他

無
回
答

前
回
　
 
一
律
に
実
施

前
々
回
　
一
律
に
実
施

≪全体≫ 83.4 83.2

（n=885)

建設業 77.1 78.7

（n=160)

製造業 88.6 89.6

（n=242)

情報通信業
※ 100.0 90.9

（n=23)

運輸業、郵便業 94.1 91.8

（n=89)

卸売・小売業 84.6 84.0

（n=90)

宿泊業、飲食サービス業
※ 66.7 64.3

（n=13)

教育、学習支援業
※ 80.0 81.3

（n=19)

医療、福祉業 62.8 62.1

（n=57)

サービス業 80.2 76.5

（n=96)

その他 82.0 80.7

（n=85)

大企業 92.6 91.8

（n=148)

中小企業 82.7 82.1

（n=578)

産
業
分
類
別

規
模
別

一
律
に
実
施

80.9

68.8

91.3

95.7

91.0

83.3

61.5

84.2

70.2

79.2

68.2

89.9

80.6

3.6

1.9

0.8

2.2

4.4

7.7

10.5

8.8

6.3

8.2

4.1

2.9

12.2

21.3

6.6

4.3

5.6

11.1

30.8

17.5

11.5

17.6

2.0

13.3

2.5

6.3

1.2

1.1

5.3

3.5

2.1

3.5

4.1

2.2

0.8

1.9

1.1

1.0

2.4

0.9

（％）
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第 1－4－2表は、定年制度を「一律に実施」している場合の定年年齢を示したものである。全体で

は「60 歳」（65.2％）が最も高かった。次いで、「65 歳」（28.2％）であった。定年年齢の平均値は

61.6 歳となっている。 

産業分類別でみると、「60 歳」は製造業（72.4％）、卸売・小売業（68.0％）が高かった。また、「65

歳」は医療、福祉業（45.0％）、建設業（34.5％）、サービス業（32.9％）、運輸業、郵便業（30.9％）

が高くなっている。 

規模別でみると、「60 歳」は大企業（80.5％）が中小企業（60.5％）より 20.0 ポイント高くなって

いる。一方、「65 歳」は中小企業（32.4％）が大企業（15.0％）より 17.4 ポイント高くなっている。 

 

第 1－4－2表 定年制度を一律に実施している場合の定年年齢  

（単位：％） 

 調
査
数 

59
歳
以
下 

60
歳 

61
歳
以
上
64
歳
以
下 

65
歳 

66
歳
以
上 

無
回
答 

平
均
値 

全 体 716 0.1 65.2 4.5 28.2 1.4 0.6 61.6 

産
業
分
類
別 

建設業 110 ― 56.4 6.4 34.5 1.8 0.9 62.1 

製造業 221 ― 72.4 2.7 23.5 0.9 0.5 61.3 

情報通信業※ 22 ― 86.4 ― 13.6 ― ― 60.7 

運輸業、郵便業 81 ― 55.6 11.1 30.9 2.5 ― 62.0 

卸売・小売業 75 1.3 68.0 2.7 28.0 ― ― 61.3 

宿泊業、飲食サービス業※ 8 ― 62.5 ― 37.5 ― ― 61.9 

教育、学習支援業※ 16 ― 62.5 6.3 31.3 ― ― 61.8 

医療、福祉業 40 ― 45.0 2.5 45.0 5.0 2.5 62.8 

サービス業 76 ― 60.5 6.6 32.9 ― ― 61.8 

その他 58 ― 79.3 1.7 17.2 ― 1.7 60.9 

規
模
別 

大企業 133 ― 80.5 3.8 15.0 0.8 ― 60.9 

中小企業 466 0.2 60.5 5.2 32.4 1.3 0.4 61.8 

※調査数が 30以下は参考値のため、コメント・分析に含めていない 
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(2) 定年退職者の平均勤続年数 

第 1－4－3図は、前年度１年間における定年退職者の平均勤続年数を示したものである。全体で

は、「20 年未満」（29.8％）が最も高かった。以下、「35年以上」（21.2％）、「20～25 年未満」と「25～

30 年未満」（ともに 13.8％）、「30 年～35 年未満」（12.7％）となっている。前回調査と比較すると、

「35年以上」はほぼ同水準となっている。 

産業分類別でみると、「20 年未満」は医療、福祉業（61.4％）が高かった。一方、「35 年以上」はサ

ービス業（29.2％）、建設業（24.4％）、製造業（23.6％）が高くなっている。前回調査と比較する

と、「35 年以上」はサービス業が 11.2 ポイント高く、卸売・小売業が 6.4 ポイント、運輸業、郵便業

が 2.1 ポイント低くなっている。 

規模別でみると、「35 年以上」は大企業（31.1％）が中小企業（18.0％）より 13.1 ポイント高くな

っている。前回調査と比較すると、「35年以上」は大企業が 5.1 ポイント低く、中小企業が同水準とな

っている。 

 

第 1－4－3図 定年退職者の平均勤続年数（前年度１年間） 

 
 
  

  

調査票 問 16 

20
年
未
満

20

25
年
未
満

25

30
年
未
満

30

35
年
未
満

35
年
以
上

無
回
答

前
回
 

 
35
年
以
上

前
々
回

35
年
以
上

≪全体≫ 22.0 22.4

（n=885)

建設業 24.1 29.3

（n=160)

製造業 24.7 24.4

（n=242)

情報通信業
※ 17.4 27.3

（n=23)

運輸業、郵便業 16.7 14.3

（n=89)

卸売・小売業 27.5 25.0

（n=90)

宿泊業、飲食サービス業
※ 5.6 － 

（n=13)

教育、学習支援業
※ 26.7 18.8

（n=19)

医療、福祉業 7.0 6.9

（n=57)

サービス業 18.0 15.7

（n=96)

その他 31.1 31.6

（n=85)

大企業 36.2 32.7

（n=148)

中小企業 17.6 19.3

（n=578)

産
業
分
類
別

規
模
別

29.8 

26.3 

25.6 

39.1 

23.6 

25.6 

46.2 

52.6 

61.4 

38.5 

22.4 

28.4 

31.7 

13.8 

14.4 

16.9 

4.3 

19.1 

10.0 

7.7 

14.0 

9.4 

11.8 

10.1 

15.2 

13.8 

13.8 

17.8 

8.7 

14.6 

15.6 

7.7 

5.3 

8.8 

9.4 

11.8 

11.5 

14.9 

12.7 

13.1 

13.6 

17.4 

16.9 

20.0 

7.7 

15.8 

6.3 

11.8 

12.2 

12.6 

21.2 

24.4 

23.6 

21.7 

14.6 

21.1 

7.7 

15.8 

29.2 

24.7 

31.1 

18.0 

8.7 

8.1 

2.5 

8.7 

11.2 

7.8 

23.1 

10.5 

15.8 

7.3 

17.6 

6.8 

7.6 

（％）

～ ～ ～
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(3) 定年退職者一人当たりの平均退職金 

第 1－4－4図は、前年度１年間における定年退職者一人当たりの平均退職金を示したものである。

全体では「500 万円未満」（39.3％）が最も高かった。以下、「500～750 万円未満」（12.2％）、「750～

1,000 万円未満」（9.3％）となっている。一方、「退職金制度はない」は 13.8％となっている。 

産業分類別でみると、「500 万円未満」は医療、福祉業（47.4％）、運輸業、郵便業（42.7％）、製造

業（40.9％）で高かった。一方、「退職金制度はない」は医療、福祉業（26.3％）で高くなっている。 

規模別でみると、「500 万円未満」は中小企業（43.9％）が大企業（20.9％）より 23.0 ポイント高く

なっている。また、「退職金制度はない」は中小企業（14.4％）が大企業（11.5％）より 2.9 ポイント

高くなっている。 

  

第 1－4－4図 定年退職者一人当たりの平均退職金額（前年度１年間） 
 
 
 
 
 

  

調査票 問 17 

500
万
円
未
満

500

750
万
未
満

750

1,000
万
未
満

1,000

1,250
万
未
満

1,250

1,500
万
未
満

1,500

1,750
万
未
満

1,750

2,000
万
未
満

2,000
万
以
上

退
職
金
制
度
は
な
い

無
回
答

≪全体≫

（n=885)

建設業

（n=160)

製造業

（n=242)

情報通信業
※

（n=23)

運輸業、郵便業

（n=89)

卸売・小売業

（n=90)

宿泊業、飲食サービス業
※

（n=13)

教育、学習支援業
※

（n=19)

医療、福祉業

（n=57)

サービス業

（n=96)

その他

（n=85)

大企業

（n=148)

中小企業

（n=578)

産
業
分
類
別

規
模
別

39.3

38.1

40.9

43.5

42.7

32.2

46.2

21.1

47.4

34.4

40.0

20.9

43.9

12.2

14.4

14.5

10.1

13.3

7.7

10.5

10.5

12.5

8.2

15.5

12.5

9.3

9.4

12.4

13.0

12.4

8.9

7.7

1.8

8.3

5.9

9.5

10.4

6.9

6.9

6.6

8.7

4.5

14.4

8.3

8.2

10.1

6.2

2.8

1.9

3.7

4.3

4.5

3.3

1.0

4.7

3.4

2.6

2.4

0.6

3.7

4.5

1.1

5.3

1.8

1.0

3.5

6.1

1.2

2.3

2.5

2.1

4.3

3.4

2.2

1.8

1.0

3.5

5.4

1.4

2.9

4.1

4.3

1.1

31.6

2.1

7.1

10.1

0.3

13.8

17.5

8.3

13.0

5.6

15.6

7.7

21.1

26.3

24.0

9.4

11.5

14.4

8.1

8.8

3.7

8.7

11.2

8.9

30.8

10.5

10.5

7.3

9.4

7.4

7.1

（％）

～～～～～～
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(4) 定年後の雇用制度の有無 

■現在では、再雇用制度と勤務延長制度が雇用延長の主な方法となっている。再雇用制度は、定年到

達時点でいったん退職させた後、再び雇用する制度であり、勤務延長制度は、定年年齢が設定され

たまま、その定年年齢に到達した者を退職させることなく引き続き雇用する制度である。両制度と

も、同一企業内で定年後の高年齢者を活用する制度であり、今後の雇用延長につながるものとして

その制度の運用形態が注目されている。 

 

第 1－4－5表及び第 1－4－6 図は、定年到達者の雇用・斡旋制度等の有無を示したものである（複数

回答可）。全体では、「再雇用制度」（74.7％）が突出して高かった。次いで、「勤務延長制度」（20.0％）

となっている。一方、「いずれの制度もない」は 12.8％となっている。 

産業分類別でみると、「再雇用制度」は運輸業、郵便業（84.3％）、製造業（82.6％）で高かった。ま

た、「勤務延長制度」はサービス業（28.1％）、医療、福祉業（26.3％）、建設業（21.9％）で高くなって

いる。 

規模別でみると、「再雇用制度」は大企業（90.5％）が中小企業（73.2％）より 17.3 ポイント高くな

っている。一方、「勤務延長制度」は中小企業（20.4％）が大企業（16.2％）より 4.2 ポイント高くなっ

ている。また、「いずれの制度もない」は中小企業（13.3％）が大企業（4.7％）より 8.6 ポイント高く

なっている。 

第 1－4－5表 定年後の雇用制度の有無 

 （単位：％） 

 調
査
数 

再
雇
用 

制
度 

勤
務
延
長 

制
度 

再
就
職 

斡
旋
制
度 

い
ず
れ
の 

制
度
も 

な
い 

無
回
答 

全 体 885 74.7 20.0 0.7 12.8 1.1 

産
業
分
類
別 

建設業 160 63.8 21.9 ― 22.5 2.5 
製造業 242 82.6 17.8 0.4 5.4 0.4 
情報通信業※ 23 78.3 4.3 ― 21.7 ― 
運輸業、郵便業 89 84.3 16.9 2.2 4.5 1.1 
卸売・小売業 90 78.9 18.9 1.1 11.1 ― 
宿泊業、飲食サービス業※ 13 53.8 30.8 ― 15.4 ― 
教育、学習支援業※ 19 78.9 21.1 ― 21.1 ― 
医療、福祉業 57 66.7 26.3 ― 17.5 ― 
サービス業 96 70.8 28.1 1.0 11.5 1.0 
その他 85 69.4 16.5 1.2 20.0 2.4 

規
模
別 

大企業 148 90.5 16.2 2.0 4.7 ― 
中小企業 578 73.2 20.4 0.3 13.3 1.0 

※調査数が 30以下は参考値のため、コメント・分析に含めていない 

第 1－4－6図 定年後の雇用制度の有無 
 
 
 
 
 
 

調査票 問 18 

n=885
74.7

20.0

0.7
12.8

1.1
0

20

40

60

80

再
雇
用
制

勤
務
延
長

再
就
職
斡

い
ず
れ
の
制

無
回
答

（％）

再
雇
用

制
度

勤
務
延
長

制
度

再
就
職

斡
旋
制
度

い
ず
れ
の

制
度
も

な
い

無
回
答
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2 ワーク・ライフ・バランスへの取組状況 

 
■仕事と生活の調和（ワーク ・ライフ・バランス）とは、働き方の見直しなどにより、多様な選択が

可能な社会をつくり、働く人一人ひとりが意欲を持って働きながら豊かさを実感して暮らせるよう

になることである。平成 19 年 12 月、内閣府を中心に「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラ

ンス）憲章」が策定されている。 

 

第 1－4－7表及び第 1－4－8 図は、ワーク・ライフ・バランスへの取組状況を示したものである

（複数回答可）。全体では「育児・介護等による短時間勤務やフレックスタイム等、時差勤務制度」

（55.6％）、「育児・介護等による勤務軽減措置（時間外・休日勤務の免除、転勤配慮等）」（44.0％）

といった労働時間の調整が４割以上で高かった。次いで、「休職前や復職時の上司や人事部を交えた面

談（勤労環境や業務の確認等）」（31.4％）となっている。一方、「ワーク・ライフ・バランスに関する

取組はいずれも行っていない」は 22.4％となっている。 

産業分類別でみると、「育児・介護等による短時間勤務やフレックスタイム等、時差勤務制度」は、

医療、福祉業（68.4％）が最も高く、以下、製造業（58.3％）、サービス業（57.3％）、卸売・小売業

（55.6％）となっている。また、医療、福祉業は「育児・介護等による勤務軽減措置（時間外・休日

勤務の免除・転勤配慮等）」（59.6％）、「休職前や復職時の上司や人事部を交えた面談（勤労環境や業

務の確認等）」（38.6％）でも高くなっている。一方、「ワーク・ライフ・バランスに関する取組はいず

れも行っていない」は建設業（30.0％）、卸売・小売業（26.7％）で高くなっている。 

規模別でみると、どちらも「育児・介護等による短時間勤務やフレックスタイム等、時差勤務制

度」（大企業 89.2％、中小企業 48.8％）、「育児・介護等による勤務軽減措置（時間外・休日勤務の免

除、転勤配慮等）」（大企業 75.7％、中小企業 37.5％）、「休職前や復職時の上司や人事部を交えた面談

（勤労環境や業務の確認等）」（大企業 56.1％、中小企業 24.7％）が高くなっている。また、「ワー

ク・ライフ・バランスに関する取組はいずれも行っていない」は中小企業（25.1％）が大企業

（4.1％）より 21.0 ポイント高くなっている。 

  

調査票 問 19 

46



 

 

第 1－4－7表 ワーク・ライフ・バランスへの取組状況 

（単位：％） 
 調

査
数 

育
児
・
介
護
等
に
よ
る 

時
差
勤
務
制
度 

育
児
・
介
護
等
に
よ
る 

勤
務
軽
減
措
置 

在
宅
勤
務
制
度 

託
児
施
設
の
設
置 

育
児
・
介
護
等
休
職
中
の 

経
済
的
支
援 

休
職
前
や
復
職
時
の 

上
司
等
に
よ
る
面
談 

育
児
・
介
護
等
の
退
職
者
の

再
雇
用
制
度 

転
勤
等
を
配
慮
し
て 

女
性
管
理
職
を
登
用 

そ
の
他 

い
ず
れ
も
行
っ
て
い
な
い 

無
回
答 

全 体 885 55.6 44.0 22.7 2.7 8.8 31.4 9.8 9.4 2.7 22.4 4.7 

産
業
分
類
別 

建設業 160 38.8 32.5 18.1 0.6 11.9 16.3 5.6 6.9 1.9 30.0 10.6 
製造業 242 58.3 47.5 25.6 1.2 8.7 34.7 8.7 9.5 3.3 19.8 2.5 
情報通信業※ 23 91.3 78.3 73.9 ― 4.3 73.9 4.3 17.4 ― 4.3 ― 
運輸業、郵便業 89 55.1 50.6 13.5 2.2 7.9 33.7 10.1 9.0 ― 21.3 4.5 
卸売・小売業 90 55.6 45.6 12.2 ― 10.0 36.7 11.1 8.9 2.2 26.7 5.6 
宿泊業、飲食サービス業※ 13 46.2 15.4 ― ― 7.7 ― 7.7 ― 15.4 23.1 ― 
教育、学習支援業※ 19 73.7 47.4 36.8 15.8 5.3 31.6 15.8 10.5 5.3 10.5 ― 
医療、福祉業 57 68.4 59.6 14.0 22.8 8.8 38.6 26.3 19.3 5.3 7.0 3.5 
サービス業 96 57.3 36.5 26.0 2.1 10.4 26.0 6.3 8.3 4.2 22.9 2.1 
その他 85 61.2 43.5 35.3 ― 3.5 37.6 14.1 9.4 1.2 24.7 7.1 

規
模
別 

大企業 148 89.2 75.7 36.5 11.5 15.5 56.1 16.9 21.6 3.4 4.1 ― 
中小企業 578 48.8 37.5 17.5 1.0 8.0 24.7 7.1 6.7 2.9 25.1 5.7 

※調査数が 30以下は参考値のため、コメント・分析に含めていない 

 
第 1－4－8図 ワーク・ライフ・バランスへの取組状況（全体） 
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3 育児休暇の取得率 

 

第 1－4－9図は、女性社員の育児休暇の取得率を示したものである。全体では、「10％未満」

（48.9％）が最も高かった。一方、「100％」は 26.2％となっている。 

産業分類別でみると、「10％未満」は建設業（60.6％）運輸業、郵便業（59.6％）、製造業

（49.6％）、サービス業（47.9％）で高くなっている。「100％」は医療、福祉業（47.4％）で高くなっ

ている。 

規模別でみると、「100％」は大企業（54.7％）が「中小企業」（19.2％）より 35.5 ポイント高く、

中小企業では「10％未満」（55.2％）が「大企業」（26.4％）より 28.8 ポイント高くなっている。 

 

第 1－4－9図 育児休暇の取得率・女性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

調査票 問 20 
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第 1－4－10 図は、男性社員の育児休暇の取得率を示したものである。全体では、女性の取得率より

低くなっており、「10％未満」（67.3％）がほとんどを占めている。10％以上の取得率の計は１割台と

なっている。 

産業分類別でみると、「10％未満」は医療、福祉業以外で６割以上となっており、運輸業、郵便業

（75.3％）、建設業（73.1％）で高くなっている。「100％」はすべての業種で１割未満であるが、医

療、福祉業では 8.8％となっている。 

規模別でみると、「10％未満」は大企業（59.5％）、中小企業（71.3％）とともに高く、大企業では

「10～29％」（6.8％）、「50～69％」（12.2％）もややみられた。 

 

第 1－4－10 図 育児休暇の取得率・男性 
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4 「働き方改革」への取組状況 

 

第 1－4－11 表及び第 1－4－12 図は、「働き方改革」への取組状況を示したものである（複数回答

可）。全体では「有給休暇の取得促進」（75.1％）が最も高かった。以下、「長時間労働の是正」

（62.5％）、「育児・介護休暇制度の導入」（45.8％）、「人材育成」（32.2％）となっている。一方、「特

に取り組んでいない」は 8.5％となっている。 

産業分類別でみると、「有給休暇の取得促進」は、すべての業種が７割以上で、医療、福祉業

（84.2％）で最も高かった。また、「長時間労働の是正」は製造業（66.5％）、「育児・介護休暇制度の

導入」は医療、福祉業（66.7％）が最も高かった。 

規模別でみると、どちらも「有給休暇の取得促進」（大企業 91.9％、中小企業 72.0％）、「長時間労

働の是正」（大企業 83.8％、中小企業 59.9％）、「育児・介護休暇制度の導入」（大企業 81.8％、中小企

業 37.5％）が高くなっている。また、「特に取り組んでいない」は大企業の 0.7％に対し、中小企業は

8.0％であった。 

 

第 1－4－11 表 「働き方改革」への取組状況 

（単位：％） 

 調
査
数 

長
時
間
労
働
の
是
正 

有
給
休
暇
の
取
得
促
進 

育
児
・
介
護
休
暇
制
度
の
導
入 

短
時
間
勤
務
、
フ
レ
ッ
ク
ス
の
導
入 

テ
レ
ワ
ー
ク
の
導
入 

生
産
性
向
上 

障
害
者
、
高
齢
者
の
活
用 

外
国
人
雇
用 

オ
フ
ィ
ス
環
境
の
改
善 

人
材
育
成 

健
康
経
営
の
促
進 

そ
の
他 

特
に
取
り
組
ん
で
い
な
い 

無
回
答 

全 体 885 62.5 75.1 45.8 25.9 21.1 11.3 23.7 12.7 20.2 32.2 21.7 0.2 8.5 1.0 

産
業
分
類
別 

建設業 160 58.1 74.4 26.3 16.9 13.1 8.1 18.1 11.9 21.3 32.5 24.4 ― 8.1 0.6 
製造業 242 66.5 76.0 52.9 24.8 23.6 16.1 26.0 14.5 19.4 31.4 20.2 0.4 5.8 1.2 
情報通信業※ 23 73.9 91.3 73.9 52.2 82.6 17.4 26.1 13.0 30.4 56.5 26.1 ― ― ― 
運輸業、郵便業 89 64.0 74.2 46.1 23.6 16.9 4.5 25.8 4.5 13.5 29.2 22.5 ― 7.9 2.2 
卸売・小売業 90 64.4 73.3 45.6 30.0 14.4 13.3 26.7 10.0 24.4 27.8 23.3 ― 11.1 ― 
宿泊業、飲食サービス業※ 13 76.9 69.2 15.4 7.7 ― ― 7.7 23.1 23.1 15.4 23.1 ― ― ― 
教育、学習支援業※ 19 68.4 73.7 52.6 42.1 21.1 5.3 15.8 21.1 26.3 42.1 26.3 5.3 5.3 ― 
医療、福祉業 57 56.1 84.2 66.7 38.6 10.5 1.8 35.1 19.3 15.8 43.9 24.6 ― 7.0 ― 
サービス業 96 64.6 72.9 46.9 26.0 29.2 15.6 21.9 14.6 18.8 33.3 18.8 ― 7.3 1.0 
その他 85 56.5 70.6 43.5 30.6 28.2 11.8 21.2 9.4 25.9 29.4 17.6 ― 18.8 2.4 

規
模
別 

大企業 148 83.8 91.9 81.8 52.0 36.5 15.5 47.3 23.0 28.4 48.0 39.9 ― 0.7 ― 
中小企業 578 59.9 72.0 37.5 19.4 16.3 10.4 19.0 10.9 18.9 29.1 17.3 0.3 8.0 1.0 

※調査数が 30以下は参考値のため、コメント・分析に含めていない 

 
 

  

調査票 問 21 
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第 1－4－12 図 「働き方改革」への取組状況（全体） 
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